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パワハラや新人いじめで周囲の退職
の原因になる社員への対応1.

　「不機嫌な態度，厳し過ぎる叱責，理不
尽ないじめなどの問題があり，周囲の従業
員が次々と辞めていく」，そんな社員に対
してどう対応すればよいかというご相談を
いただくことがあります。このような社員
に対しては，ハラスメントの可能性のある
言動について指導を繰り返して，認識を改
めさせ，改善の機会を与えることが原則で
す。しかし，周囲の従業員が次々と辞める
といった事情がある場合，職場の状況に
よっては，そのような余裕がないというこ
ともあります。本稿ではこのテーマについ
て，設例を設定して，対応のポイントを解
説してみたいと思います。

大量退職の原因になっているとする匿名
の投書があったセンター長の事例

設　例

　弊社は，障害者支援施設を運営する社会福
祉法人です。施設では70名～ 80名の職員が
勤務しています。ところが，今年の３月から
４月にかけて，そのうち11名が退職するとい
う出来事がありました。その後，職員を称す
る者から大量退職の原因は弊社のセンター長
にあるとして調査を求める匿名の投書があり

ました。私自身もこのセンター長が職員から
罰金を徴収しているといった話を耳にしまし
た。現場の職員からは，このセンター長に対
する不満が一気に集中し，職場内で動揺が広
がり，説明を求める声も出ています。職員の
10名以上が，センター長の言動に問題があっ
たと申告しています。今後，どのように対応
すべきでしょうか。

設例に類似する事案についての裁判所設例に類似する事案についての裁判所
の判断の判断1

（１）社会福祉法人ファミーユ高知事件

　設例の事案は，高松高判令和４年５月25
日（社会福祉法人ファミーユ高知事件）の
事案を参考に作成したものです。裁判に
なった事案では，匿名の投書を受けて，法
人の理事長の娘で，法人と同じグループの
医療法人の院長であった人物が中心となっ
て，センター長の言動についてヒアリング
等の調査をしています。ヒアリングは，職
員のうち，21名から行われました。そして，
この調査の結果を踏まえ，理事長は，この
センター長が管理職として不適切であると
判断し，センター長に配置転換の打診や退
職勧奨を行いました。しかし，センター長
が応じなかったので，第三者委員会の設置
を発表し，第三者委員会による調査を行っ
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ています。この第三者委員会は，弁護士２
名と元大学教授の３名がメンバーでした。
第三者委員会は７回にわたり，職員らから
のヒアリングを行い，センター長について，
複数の職員に対するパワハラ行為があり，
施設管理者としての適性に相当に問題があ
ると結論付けました。これを受けて，法人
はセンター長を懲戒解雇しました。そして，
センター長は，この解雇が無効であると主
張して法人に対して訴訟を起こしました。
　裁判所は，第三者委員会の判断とは異な
り，第一審，第二審ともに，センター長に
パワハラ行為があったとは認めませんでし
た。そして，懲戒解雇は無効であると判断
しました。その結果，判決で，このセンター
長について法人との雇用契約が続いている
ことを確認したうえで，法人に1,700万円
を超える支払いを命じています。

（２）法人の対応の問題点

　では，この法人の対応にはどのような問
題があったのでしょうか。人の採用が難し
い業種において，大量退職は組織の存続に
関わる問題です。とはいえ，懲戒解雇には，
客観的にみて合理的な理由があることが必
要です（労働契約法15条，16条）。
　この法人は，第三者委員会による調査を
行ったものの，結果として，センター長の
個々の具体的な言動がパワハラに当たるか
について適切な検討ができていませんでし
た。そして，誤った結論をもとに，懲戒解
雇に進んでしまっています。大量退職とい
う出来事や，匿名の投書，10名以上の職員
によるセンター長の言動に問題があったと
の申告といった事情に目を奪われて，セン
ター長の個々の具体的な言動がパワハラに
当たるのかについての検討が不十分になら
ないように留意する必要がありました。

解雇ではなく合意による解決をすべき解雇ではなく合意による解決をすべき
理由理由2

（１）国立大学法人群馬大学事件

　では，具体的な言動がパワハラに当たる
場合は，解雇による対応が可能でしょうか。
この点について参考になる裁判例の一つ
が，国立大学法人群馬大学事件（前橋地判
平成29年10月４日）です。
　この事案では，部下８名のうち５名から
パワハラ被害の申告があり，５名が退職あ
るいは精神疾患にり患するなどした大学教
授を大学が懲戒解雇しました。裁判所は，
懲戒解雇された大学教授が，部下に「研究
者失格である。研究者としては大学院生以
下である」と述べて深夜まで叱責するなど
していたことを認定しました。そして，連
日にわたって相当程度長時間に及ぶ叱責を
繰り返しており，その叱責は，廊下を隔て
た別の部屋にまで聞こえるくらい大声のと
きもあったとして，このような行為はパワ
ハラに当たると認めました。しかし，懲戒
解雇は無効であると判断しました。そして，
判決では，この大学教授について大学との
雇用契約が続いていることを確認したうえ
で，大学に約1,900万円の支払いを命じて
います。
　前橋地方裁判所は，その判断の理由とし
て，上記のようなパワハラ等について，「悪
質性が高いとはいい難い」と評価したうえ
で，以下の点を指摘しています。

⃝�ハラスメントの内容や回数が限定的で
あること
⃝�行為者である大学教授が過去に懲戒処
分を受けたことがないこと
⃝�行為者である大学教授がハラスメント
の一部を認め，反省の意思を示してい
ること
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（２）解雇による解決は困難

　このような裁判例を踏まえると，パワハ
ラや新人いじめにより周囲が退職し，事業
にも支障を生じさせるという事態が発生し
たとしても，過去にその行為者について懲
戒処分を行ったことがない場合に，いきな
り解雇を選択することは，事業者として大
きなリスクを伴うと考えなければなりませ
ん。解雇が有効になるのは，その行為者に
ついて過去にパワハラ等で懲戒処分を行っ
ているにもかかわらず，さらにパワハラが
繰り返されるといったケースや，行為者が
パワハラ調査を妨害するといったケースに
限られると考えるべきでしょう。
　パワハラや新人いじめにより，次々と人
が辞めるという場面で，職場の状況によっ
ては行為者を雇用し続けることが難しい場
合もあります。そのような場合も，ここま
でご説明した点を踏まえれば，行為者を解
雇するのではなく，退職勧奨によって合意
による退職での解決をする必要があります。

パワハラする社員，新人をいじめるパワハラする社員，新人をいじめる
社員に円満退職してもらうには社員に円満退職してもらうには3

（１）合意による解決のためのポイント

　パワハラやいじめの問題があっても，そ
れについて会社から注意・指導あるいは懲
戒処分を受けることで行動を改善し，以後
問題を起こさない従業員もいます。行為者
に対する研修やカウンセリングなど，退職
以外の解決策が可能であればそれも検討す
べきであり，また，職場の状況から，行為
者を配置転換して雇用を継続することが可
能であれば，その選択肢も検討すべきで
しょう。しかし，会社から指導をしても，
パワハラやいじめが体質としてしみついて
しまっており，改善できない従業員も少な

くありません。そして，筆者の経験上，い
わゆる問題社員の退職勧奨については，問
題社員の認識の歪みを修正させる努力をし
たうえで，それでも雇用を継続できない場
合は，一定の退職金を支給し，会社都合退
職として扱う旨の提案をして退職の話合い
をすることが，合意をまとめるポイントで
す。

（２）�行為者にパワハラやいじめの自覚が
ない場合

　前述のような行為者は，自分の言動がパ
ワハラやいじめに当たるという認識がない
ことも多いです。「必要な指導の一環だ」「成
果を出すために厳しく育てるのは当たり前
だ」「上司だから従わせて当然だ」といっ
た考えが背景にあります。このような考え
から，部下が多数退職するなどの問題が発
生しても，「あれくらい耐えられないのは
甘い」と部下の忍耐力の欠如の問題である
と認識していることも少なくありません。
自分の言動がパワハラやいじめに当たるに
もかかわらず，上記のような認識を持って
いる場合，それは間違った認識であり，行
為者の認識に歪みがある状態です。
　このような認識の歪みがある場合，例え
ば行為者を降格させようとしても，行為者
は不当であるとして反発し，受け入れない
でしょう。例えば，「あなたの言動が原因
で多くの従業員が辞めています。ハラスメ
ントであると認識しています。あなたが降
格を受け入れないのであれば，退職してほ
しいと思っています」と伝えたとしましょ
う。それで行為者が退職を承諾するかとい
えば，そうはならない可能性が高いでしょ
う。なぜなら，行為者には自分の言動がパ
ワハラやいじめに当たるという自覚がない
からです。「必要な指導を一生懸命してき
たのになぜ自分が非難されなければならな

3



パワハラや新人いじめで周囲の退職の原因になる社員の退職勧奨

いんだ」「あれくらい耐えられないほうが
問題なのに，自分が辞めなければならない
なんてとんでもない」と考えて，退職を拒
否する可能性が高いといえます。
　このような場面で退職合意を成立させる
ためには，まず，行為者の認識を改めさせ，
認識の歪みを修正させることが必要です。
つまり，「成果を出すために厳しく育てる
のは当たり前だ」「あれくらい耐えられな
いのは甘い」といった考え方が会社では受
け入れられないことをはっきり認識させる
ステップを踏むことが必要です（図表１）。

（３）�行為者にパワハラやいじめの自覚が
ある場合

　一方，行為者が自分の言動がパワハラや
新人いじめに当たるということを自覚して
いることもあります。その場合も，自分は
職場内で重要な立場にあり，問題があると
しても会社は厳しい対応をしないといった
考えを持っている例があります。これも，
行為者の認識に歪みがある状態です。退職

合意を成立させるためには，そのような認
識の歪みを改めさせて，「これは大変なこ
とになった。会社の対応はこれまでと違う」
とはっきり認識させるステップを踏む必要
があります（図表２）。

（４）認識の歪みを修正させる方法

　行為者の認識を正すためには，以下の点
にきっちりと取り組むことが必要です。

⃝�会社としてパワハラやいじめを許さな
い姿勢を見せる
⃝�広範囲にヒアリングを実施して公正な
調査を行う
⃝�パワハラ行為やいじめについて，懲戒
処分の手続きを進める

　公正な調査による事実確認と懲戒処分の
プロセスを経ることで，行為者に対し，自
分の考え方や言動が職場で受け入れられる
余地がないことを気づかせることが必要で
す。そのうえで，職場の状況から雇用の継
続が困難であれば，退職勧奨をしていくこ

 図表１　行為者にパワハラやいじめの自覚がない場合

歪みを修正させる

自己認識の歪み 歪みが修正された状態

このまま退職の話をしても合意に至りにくい 退職について合意に至る土壌ができる

「成果を出すために厳しく育てるのは当た
り前」
「あれくらい耐えられないのは甘い」

「会社では自分の考え方は受け入れら
れない」
と認識させる

↓ ↓

 図表２　行為者にパワハラやいじめの自覚がある場合

歪みを修正させる

自己認識の歪み 歪みが修正された状態

このまま退職の話をしても合意に至りにくい 退職について合意に至る土壌ができる

「自分は職場内で重要な立場にあり，
問題があるとしても会社は厳しい対応をし
ない」

「これは大変なことになった。会社の
対応はこれまでと違う」
と認識させる

↓ ↓

4



社員の認識の歪みの修正＆円満退職までのプロセス

とになります。このようなプロセスを踏め
ば，行為者にも，退職に向けた話合いに応
じる土壌ができており，退職合意をまとめ
ることができます。以下では，筆者の事務
所で取り組んだ事例をご紹介しながら，こ
の点をご説明したいと思います。

新人事務員を次々にいじめて辞めさ
せるベテラン事務員に対応した事例2.

事案の概要事案の概要1
　あるクリニックから，新人事務員をいじ
めて辞めさせてしまうベテラン事務員への
対応についてご相談いただいた事案です。
　このクリニックには，クリニックの開業
の約１年後に入職し，以後10年以上勤務し
ているベテランの受付事務員がいました。
このベテラン事務員は，新人事務員に対し
て，指導の際にきつい言い方をしたり，明
らかに他の事務員に対するのとは違う冷た
い態度で接したりするなど，辛く当たるこ
とを繰り返すという問題がありました。そ
のため，新人事務員が２年連続で退職して
しまいました。
　そこで，クリニックは，派遣会社に別の
事務員を派遣してもらい，その後，直接雇
用することにしました。しかし，今度はこ
の新人事務員がターゲットにされてしま
い，新人事務員から，「ベテラン事務員が
怖く，一緒に働くことが辛い」という申出
がありました。
　また，ベテラン事務員が新人事務員に酷
い態度で接する場面を見て，その場にいた
別の事務員が体調不良を訴えて勤務を休む
といった問題も起きていました。次は自分
がターゲットにされるのではないかと恐
れ，職場の雰囲気が悪化しているという問
題もありました。

クリニックとしてこのベテラン事務員の
問題に適切に対処できなければ，まじめに
頑張ってくれている他の事務員や職員から
の信頼を失ってしまうおそれがありまし
た。これらの経緯から，クリニックとして
は，このベテラン事務員を何とかして円満
に退職させたいと考え，筆者の事務所にご
相談いただきました。

問題の解決結果問題の解決結果2
　ご相談を受け，弁護士が問題のベテラン
事務員への対応をサポートしました。その
結果，最初のご相談から約３週間後に問題
のベテラン事務員から退職届が提出され，
問題を解決することができました。
　以下では，ベテラン事務員のハラスメン
トのターゲットとされて，最初に退職して
しまった新人の事務員を「新人事務員Ａ」，
新人事務員Ａの退職後にベテラン事務員の
ターゲットとなり，退職してしまった新人
の事務員を「新人事務員Ｂ」と呼んでご説
明します。また，新人事務員Ｂの退職により，
補充のために派遣会社から派遣され，その
後直接雇用となった在職中の新人事務員を
「新人事務員Ｃ」と呼んでご説明します。

解決方針解決方針3

（１）�解雇ではなく退職勧奨による解決を
目指す

　弁護士が院長からの相談を聞いたとこ
ろ，院長が言う通り，ベテラン事務員は，
新人事務員ＡとＢを立て続けに退職に追い
込んだ可能性が高いと考えられました。ま
た，事業の規模から，ベテラン事務員を新
人事務員と長期間分離することでベテラン
事務員の雇用を続けるということも難しい
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状況でした。ただし，一般に，暴力を伴わ
ないハラスメントについて解雇により対応
しようとすると，十分な指導や懲戒による
警告をせずに解雇したとして，不当解雇と
判断されてしまう例も多いです。本件では，
ベテラン事務員に対して，十分な指導や懲
戒がされていたとは言い難い状況でした。
そのため，院長と協議のうえ，公正な調査
を実施したうえで，ベテラン社員の言動に
問題があるという結論に至った場合でも，
解雇ではなく，退職勧奨によって合意によ
る解決を目指す方針をとりました。

（２）�ベテラン事務員は「私は親切に指導
してあげたのに」などと主張

　院長によると，新人事務員Ａが退職して
しまった時に，院長がベテラン事務員と話
をし，その際にベテラン事務員は「自分の
せいで周りに迷惑をかけてしまったので，
自分は退職したほうがよいと思っている」
と話していたという経緯がありました。院
長は，この時，ベテラン事務員に「退職の
方向で進めていきましょう」と回答しまし
た。しかし，ベテラン事務員は，院長から
引き留めてもらえることを期待していたの
か，院長が退職に同意すると，一転して，「も
う一度チャンスがほしい」と言い，退職を
拒否しました。
　また，院長が，「頭を冷やすために１週
間くらい休むのはどうですか」と提案して
も，ベテラン事務員は，「なぜ私が休むの
かわかりません」と答え，勤務を休むこと
も拒否しました。
　さらに，別の機会に，院長がベテラン事
務員に対して，「新人事務員Ａさんの退職
について，自分にも問題があったと思うと
ころはないですか」と質問したこともあり
ました。しかし，ベテラン事務員は，これ
に対し，「何もありません」と答えました。

　そして，その後の新人事務員Ｂの退職に
ついても，ベテラン事務員は，自分の問題
点をまったく認めていませんでした。むし
ろ，ベテラン事務員は，新人事務員ＡとＢ
について，「私は親切に指導してあげたの
に」と主張していました。つまり，ベテラ
ン事務員は，自分の言動に問題があり，そ
のために新人事務員２名が退職してしまっ
たということを認識できていませんでし
た。

（３）�ベテラン事務員の認識を改めさせる
ことが必要

　本件のベテラン事務員のような「自分は
新人事務員らに親切に指導をしてあげた」
「新人事務員の退職について自分に問題は
ない」という認識の状態のままで退職勧奨
を行っても，退職合意が成立する可能性は
とても低いものになります。ベテラン事務
員は，なぜ自分がクリニックから退職して
ほしいと言われなければいけないのかが理
解できないからです。
　まず，公正なハラスメント調査を実施し，
その結果を踏まえて，自分の言動に問題が
あったことをはっきりと理解させたうえ
で，退職勧奨をする必要がありました。

（４）�ヒアリング対象者の不安に対応する
必要があった

　ベテラン事務員に自分の言動に問題が
あったことを理解させるためには，ベテラ
ン事務員が，新人事務員らに対して，具体
的に，いつ，どのような場面で，どのよう
な言動を行い，それが新人事務員らの就労
環境にどのような支障を生じさせたのかを
明らかにしなければいけません。そのため
には，直接の被害者である新人事務員らか
ら当時の詳しい事情を聞く必要がありまし
た。しかし，新人事務員ＡやＢは，すでに
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クリニックを退職していました。そして，
退職後もベテラン事務員に対する恐怖心が
強く，ハラスメント調査に協力しないこと
が予想されました。
　そうすると，現在の直接の被害者である
新人事務員Ｃからの聞き取りが重要になり
ます。また，新人事務員Ａ，Ｂが被害を受
けていた当時からクリニックに在籍し，ベ
テラン事務員の言動を見ていた他の事務員
たちからの詳細な聞き取りも必要でした。
これらの事務員の中には，新人事務員Ａ，
Ｂがクリニックに在籍していた当時，新人
事務員Ａ，Ｂから「ベテラン事務員の自分
に対する態度が酷く，ベテラン事務員と一
緒に働くことが辛い」と相談を受けて，院
長に報告していた事務員もいました。しか
し，この報告を受けて院長が事務員たちに
聞き取りを行った際，ベテラン事務員は，
聞き取りに協力した事務員を個別に呼び出
して，何を話したのかを問い詰めたり，何
十通もの長文のLINEメッセージを送信し
て，院長に何を聞かれて何を話したのかを
聞き出そうとしたりする行動をとっていま
した。そのため，事務員たちは，ハラスメ
ント調査に協力することで，ベテラン事務
員から報復を受けるのではないか，自分が
ターゲットにされるのではないかというこ
とをとても恐れていました。
　これらの事情から，クリニックは，新人
事務員Ｃ，そして，他の事務員たちを心理
的にフォローし，信頼を得て，調査への協
力を取り付ける必要がありました。そのう
えで，過去に遡って調査を行うことが必要
でした。そして，調査を行うことで，ベテ
ラン事務員の言動に問題があったのであれ
ば，ベテラン事務員にもそれを理解させ，
クリニックから，ベテラン事務員のこれま
での貢献なども考慮した退職条件を提案
し，退職に合意してもらうことを目指す方

針をとりました。

具体的な対応具体的な対応4

（１）ハラスメント調査の実施

　調査の公正を確保するためには，できる
だけ多くの職員から事情を聞くことで，ヒ
アリング対象者とベテラン事務員との人間
関係によって調査結果が歪められないよう
な調査方法を採用する必要があります。
　調査の実施にあたり，退職した新人事務
員ＡとＢに連絡を取り，調査に協力してほ
しいと依頼しました。しかし，新人事務員
Ａはベテラン事務員の名前を聞くことも嫌な
様子でベテラン事務員のことがトラウマに
なっており，関わりたくないとして協力を断
られてしまいました。また，新人事務員Ｂ
からもやはり協力を断られてしまいました。
　そこで，クリニックは，現在，在職中の
新人事務員Ｃと他の事務員たち３名の全員
から聞き取りを行う必要がありました。ま
た，その際に，関連する証拠を提出しても
らい，その内容を精査する必要がありまし
た。ただし，前述の通り，事務員たちは，
調査に協力することで報復を受けることを
恐れていました。例えば，エピソードの内
容から，その場にいたのが新人事務員の他
には自分だけであるため，自分が伝えたこ
とがわかってしまうような情報の提供を躊
躇していました。そこで，弁護士が，新人
事務員Ｃや他の事務員たちから信頼を得
て，調査に協力してもらうための対応方法
を助言しました。

（２）事務員らの協力を取り付ける

　弁護士が院長から事情を聞いたところ，
本件で辛い思いをしている当事者は，現在，
直接の被害を受けている新人事務員Ｃだけ
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ではないことがうかがわれました。他の事
務員たちも，ベテラン事務員が患者さんら
のいる前で新人事務員に対して高圧的な指
導や叱責を行うために，辛い思いをしてい
ると思われました。また，ベテラン事務員
の言動について院長に相談や報告をすれば
執拗に問いただされるといった被害も受け
ているようでした。その意味で，皆が精神
的に疲弊してしまうような環境で働くこと
を余儀なくされている当事者であることが
うかがわれました。そのため，クリニック
として皆が安心して働くことができる職場
環境を取り戻すために，ベテラン事務員の
問題について真剣に取り組むこと，皆が調
査に協力してくれることが問題の解決につ
ながること，ベテラン事務員から報復が
あった場合にはそれもすべて報告してほし
いことを丁寧に説明し，信頼してもらいま
した。その結果，事務員たち全員が調査に
協力し，ベテラン事務員の言動に関する具
体的なエピソードを提供してくれました。

（３）�ハラスメント行為やいじめ行為が�
明らかになる

　事務員たちや一部の看護師への聞き取り
調査により，例えば，以下のような問題が
明らかになりました。

⃝�ベテラン事務員が新人事務員に対して
処方箋を渡す際に投げるように渡して
いたこと

⃝�受付で新人事務員が１人だけの勤務に
なってしまう日にパートの他の事務員
が出勤を申し出たにもかかわらず，ベ
テラン事務員が「出勤しなくていい」
と伝え，あえて新人事務員を１人だけ
で勤務させたこと

⃝�別の日にも，新人事務員に１人だけで
勤務をさせるためにベテラン事務員が
体調不良を装って欠勤したこと

⃝�ベテラン事務員が他の事務員に対し，
新人事務員について「何度言ってもわ
からない，だってバカなんだもん」「あ
のバカいつ辞めるの？」と言っていた
こと
⃝�ベテラン事務員が新人事務員から「何
かお手伝いすることはありますか」と
声をかけられても，何も返事をせず無
視していたこと
⃝�ベテラン事務員が，実際には自分のミ
スであったにもかかわらず，新人事務
員のミスであると決めつけ，多数の患
者さんがいる前で新人事務員を厳しく
叱責したこと

　また，新人事務員はベテラン事務員から
理由もなく強い口調で怒られるため萎縮し
ていること，ベテラン事務員に話しかけて
も無視されたり，患者さんがいる前で自分
のミスではないことについて叱責されたり
することで精神的に苦痛を感じているこ
と，新人事務員がベテラン事務員に患者さ
んの診察券を渡す際，ベテラン事務員が汚
いものを受け取るかのように人差し指と親
指で診察券の端をつまんで受け取るなどし
たため深く傷ついたことなども明らかにな
りました。

（４）�調査期間中のベテラン事務員に対する
対応

　このような調査には一定の時間がかかり
ます。院長は，調査期間中に新人事務員Ｃ
が耐えきれずに辞めてしまうことも心配し
ていました。そこで，調査に際し，院長に
ベテラン事務員と面談してもらい，以下の
ことを伝えてもらいました。

⃝�新人事務員Ｃは，ベテラン事務員と一
緒に働くことが怖いと感じていること
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⃝�複数の職員からベテラン事務員の勤務
態度に問題がある旨の報告を受けてい
ること

⃝�新人事務員Ａ，Ｂに続いて，新人事務
員とのトラブルが今回で３回目であり，
クリニックとしてこの問題を重く受け
止めていること

⃝�そのため，これまでの新人事務員Ａ，
Ｂの件を含めてハラスメント調査を実
施すること

⃝�当面の間，新人事務員Ｃとベテラン事
務員との勤務を分離すること

（５）�ベテラン事務員の認識に変化が生じる

　ベテラン事務員は，クリニックに長年勤
務し，仕事熱心で，事務員の人数が少なく
て大変だった時期もクリニックを支えてく
れた経緯がありました。そのため，クリニッ
クとしても，これまでこのベテラン事務員
を優遇してきた側面がありました。そのよ
うなこともあって，ベテラン事務員が新人
事務員らとトラブルを起こした際も，ベテ
ラン事務員に責任があることを明確に指摘
したり，ベテラン事務員に遠慮のない指導
をしたりすることができていませんでし
た。このようなこともあってか，ベテラン
事務員は，院長は自分の味方でいてくれて
いると思っていたようでした。しかし，今
回，院長が，ベテラン事務員に対して，新
人事務員とのトラブルの問題を重く受け止
めていること，新人事務員Ａ，Ｂの件を含
めてハラスメント調査を実施すること，新
人事務員Ｃとベテラン事務員との勤務を分
離することを宣言したことで，ベテラン事
務員は，これまでとは状況が違うというこ
とを理解したようでした。

ベテラン事務員からの退職届提出ベテラン事務員からの退職届提出5
　事業者から問題社員対応のご相談を受け
て弁護士が支援を始めると，相手はこれま
でとは状況が違うことを察知して，退職勧
奨を行う前に，突然退職届を出してくるこ
とがあります。
　本件では，直接の被害者である新人事務
員Ｃや他の事務員たち，さらに一部の看護
師たちからの聞き取り調査が一通り終わっ
た頃，ベテラン事務員は退職届を提出して
きました。最初のご相談から約３週間が経
過した頃でした。ベテラン事務員は，残っ
ている有給休暇を消化し，夏の賞与を受け
取った後に退職したい旨話し，約２カ月後
を退職日とする退職届を提出しました。ま
た，ベテラン事務員は，退職金の有無と金
額について質問しました。クリニックは，
まず，約２カ月後を退職日とするベテラン
事務員の退職を承諾し，退職承諾書を交付
して，退職の合意を確定させました。これ
は後でベテラン事務員の気が変わって退職
を撤回されることがないようにするために
重要な点です。そのうえで，ベテラン事務
員のこれまでの貢献を考慮して，退職金を
提案しました。ベテラン事務員は退職金に
ついて了承し，その後，最終勤務日まで揉
めることなく勤務し，賞与と退職金を受け
取り，円満に退職しました。

逃げずに本気で取り組む姿勢が解決に逃げずに本気で取り組む姿勢が解決に
つながるつながる6

　本件では，新人事務員Ｃや他の事務員た
ち，さらに一部の看護師たちへの聞き取り
が終わった後，ベテラン事務員からの聞き
取りを予定していました。そのうえで，ベ
テラン事務員の言動がパワハラやいじめに
当たるかを判断し，パワハラやいじめに当
たる場合は，弁護士がクリニックを訪問し
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て，ベテラン事務員に退職勧奨を行う予定
でした。
　しかし，その前に退職届が提出され，早
期解決が実現しました。以前は退職を拒否
していたベテラン事務員が退職届を自ら提
出するに至ったのは，院長がベテラン事務
員の問題について逃げずに本気で取り組む
ことを決意し，実践したことにあると考え
られます。院長は，遠方にもかかわらず，
困難な状況だけれども，何とか力を貸して
ほしいということでご相談いただきまし
た。そして，弁護士との打合せの結果，い
きなり退職勧奨をするのではなく，まずハ
ラスメント調査を実施することを決め，
日々の業務に対応しながら，他の事務員た
ちに協力を求め，必死に証拠を収集し，協
力してくれる職員全員に対して聞き取り調
査を行いました。
　ベテラン事務員からの反発への対応や他
の事務員たちへのフォローなども，弁護士
のアドバイスを信じて，決めたことをすべ
て実践したのです。そのようにして対応を
進める中で，ベテラン事務員は，院長が過
去のトラブルの件も含めて事務員全員に聞
き取り調査を実施していること，自分の新
人事務員に対する言動の詳細が確認され，
他の事務員たちが自分の新人事務員に対す
る言動が問題であると認識していること，
自分の言動がクリニックでは許容されない
ものであったことを理解しました。その結
果，退職届の提出につながり，問題を円満
解決することができました。

パワハラや新人いじめで周囲の退職
の原因になる社員の対応手順3.

基本的な対応手順基本的な対応手順1
　以上を踏まえて，パワハラや新人いじめ

で周囲の退職の原因になる社員についての
基本的な対応手順を整理すると，図表３の
通りです。

① ハラスメントの被害を訴えている相談
者からのヒアリング調査を行う

↓
② ハラスメントの言動があったとされる
行為者を呼んで調査を行うことを伝える

↓
③ 周囲の従業員からのヒアリング調査を
行う

↓
④ 行為者からのヒアリング調査を行う

↓
⑤ ハラスメントの有無について判断する

↓
⑥ 調査結果を行為者に伝えたうえで，ハ
ラスメントがあったという判断の場合は，
懲戒処分の手続きをとる。職場の状況か
ら雇用の継続が困難なときは，懲戒処分
の手続きの流れの中でタイミングを見て
退職勧奨を行う

 図表３　�パワハラする従業員，新人をいじめる
従業員への対応手順

パワハラ調査のポイントパワハラ調査のポイント2
　上記の手順のうち，①～⑤の部分は，い
わゆるパワハラ調査です。パワハラ防止指
針（令和２年厚生労働省告示第５号）では，
職場におけるパワハラについて相談の申出
があった場合，「事案に係る事実関係を迅
速かつ正確に確認すること」が求められて
います。このような調査は，事実関係を正
確に確認したうえで，被害者に対する配慮，
行為者に対する適正な措置を行い，再発防
止に向けた措置をとることを目的に行うも
のです。ここで公正な調査を行うことが，
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パワハラに当たるという結論になったとき
に，パワハラの自覚がない行為者に対して，
行為者の認識が誤りであることに気づかせ
ることにつながります。
　実践例の事案ではこの事案における個別
の事情があり，院長自身が調査しています
が，調査の公正のためには，弁護士など外
部の第三者が調査に当たることがより適切
です。
　また，過去の問題について適切な調査を
行わずに済ませてきたということがある場
合は，今起きている問題の調査だけでなく，
過去の問題にも遡って調査を行うことが適
切です。そして，被害社員だけでなく，周
囲の従業員や関係者などできるだけ多くの
従業員から事情を聞くなど，ヒアリング対
象者と行為者との人間関係によって調査結
果が歪められないような調査方法を採用す
ることが，調査結果に対する行為者の納得
にもつながります。そして，調査期間中の
トラブルを防ぐためにも，以下の点を行為
者に伝えておくべきです。

⃝�調査が済むまで被害社員との接触を減
らすために勤務を分けること

⃝�調査期間中，被害社員に対する言動に
十分注意して，報復や不利益な取扱い
は絶対にしてはならないこと

⃝�ヒアリングを受ける関係者から調査内
容を聞き出そうとしたり，調査協力者
に報復をしたりすることは絶対にして
はならないこと

懲戒処分の手続きのポイント懲戒処分の手続きのポイント3
　そして，前述の手順のうち⑥は懲戒処分
の手続きです。この部分の進め方は図表４
の通りです。
　ただし，退職勧奨で問題を解決しようと

する場合，この流れをすべてやり切ること
は必ずしも必要ではありません。このよう
な流れの中で，行為者に，行為者の考え方
や言動が会社では受け入れられないことを
はっきり認識させることができるはずで
す。職場の状況から雇用を継続することが
できない場合は，行為者の認識が変化した
タイミングを見て退職勧奨を行います。こ
の段階で，相応の退職金を支給し，会社都
合退職として扱う旨の提案をして退職の話
合いをすれば，退職について合意を得るこ
とは難しくありません。
　弁明通知書や弁明書の書式，退職勧奨の
具体的な話し方や退職金の額の目安につい
ては，拙書『問題社員トラブル円満解決の
実践的手法　訴訟発展リスクを９割減らせ
る退職勧奨の進め方』（日本法令）で掲載・
解説していますので，あわせてご参照くだ
さい。

① 懲戒対象となるパワハラやいじめの言
動を特定したうえで，書面（弁明通知書）
に整理する

↓
② 行為者を呼んで懲戒処分を検討してい
ることを告げ，弁明通知書を交付する。
そのうえで，期限を区切って，弁明書の
提出を求める

↓
③ 行為者の弁明内容を踏まえて懲戒処分
を決定する

↓
④ 会社から懲戒処分通知書を行為者に交付
し，期限を区切って始末書の提出を求める

↓
⑤ 社内に懲戒処分を行ったことを公表する

 図表４　懲戒処分の手続き
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パワハラや新人いじめで周囲の退職の原因になる社員の退職勧奨

設例の事案について設例の事案について4
　設例の事案の題材となった社会福祉法人
ファミーユ高知事件の事案では，退職勧奨
を行いましたが，退職合意には至らず，法
人は懲戒解雇に進んでしまっています。
　では，なぜ，退職勧奨で合意に至らなかっ
たのでしょうか。筆者は，直接，この事案を
担当したものでないため，正確なことはわか
りません。しかし，判決でもパワハラは認定
されていないことからすれば，パワハラが
あったという指摘について身に覚えがな
かったことが，センター長が退職を受け入れ
なかった理由の一つであるように思います。
　また，退職勧奨のプロセスについても疑
問があります。
　裁判例の事案では，概ね「匿名の投書」
→「法人の理事長の娘が中心となった調査」
→「退職勧奨」→「第三者委員会の調査」
→「懲戒解雇」という流れになっています。
　このように，最初，法人の理事長の娘が
中心となって調査を行い，その結果を踏ま
えて法人の理事長が退職勧奨をしていま
す。しかし，最初の退職勧奨が行われる前
に，行為者であるセンター長からの聞き取
りが行われたかどうかは判決からは確認で
きません。もし，調査にあたってセンター
長からの聞き取りが行われないまま，退職

勧奨に進んだとすれば，センター長にとっ
て公正とは感じられず，退職勧奨に納得が
いかないことは当然ともいえます。
センター長が退職勧奨を断ったことか

ら，法人は，その後第三者委員会による調
査を行っています。しかし，センター長か
ら見ればすでに公正と感じることができな
い調査に基づき退職勧奨を受けた後の第三
者委員会の調査であり，結論ありきの調査
と感じたのではないでしょうか。訴訟でも，
センター長は，第三者委員会の調査につい
て，すでに決定した法人の結論に形式上の
正当性を持たせるためだけの過程に過ぎ
ず，何らの手続保障にもなっていないと主
張しています。詳細な事実関係がわからな
いため推測にはなりますが，筆者としては，
法人が，センター長からの聞き取りを含む
適切な調査をする前に退職勧奨を行ったこ
とが，センター長に退職を拒否する姿勢を
固めさせ，法人と争う姿勢を固定化させて
しまったのではないかと感じました。
　設例の事案についても，前述した対応手
順を踏まえ，まず公正な調査を行う必要が
あります。公正な調査を行う前に退職勧奨
をすることは，センター長の納得が得られ
ないだけでなく，その後の話合いも難しく
してしまう危険があります。
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